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始業式以降のマスク着用等について 

 

 本年度もよろしくお願い申し上げます。 

まもなく始業式・入学式を迎えますが、八王子市教育委員会から４月以降のマスク着用

の方針が示されましたので、学校での対応についてお知らせします。 

 

１ 基本的な考え方 

(1)児童及び教職員は、マスクの着用を求めないことを基本とする。 

※校外学習等において、医療機関や高齢者施設等を訪問する場合など、配慮が必要な場

合は、マスクを着用します。 

 

２ 基本的な感染症対策について 

(1)日々の健康観察 

 ・「健康観察カード」で、登校時の児童の検温結果及び健康状態を把握は継続します。 

  ※カードは始業式の日に配布いたします。 

(2)手洗い、せきエチケット、清掃等 

 ・学校内での接触感染を避けるため、手洗いを徹底します。 

 ・感染症を他者に感染させないために、せきエチケットを徹底します。 

 ・清掃により清潔な空間を保ち、健康的な生活により児童の抵抗力を高めていくようにし

ます。 

(3)効果的な換気 

・天候を踏まえ可能な限り常時、困難な場合はこまめに（３０分に１回以上、数分間程度、

窓を全開にする）、２方向の窓を同時に開けて換気を行います。 

(4)給食時における対策 

 ・食事前後の手洗いを徹底し、喫食時は飛沫を飛ばさないように指導します。 

 ・適切な換気を確保するとともに、大声での会話は控えるよう指導します。対面して喫食

する場合は、児童の間に一定の距離（１ｍ程度）を確保できれば、「黙食」はいたしま

せん。 

※現在、スペースを確保することができないため、当面は教室前方を向いての喫食とい

たします。 

 

４ マスク着用に関する偏見や差別への指導について 

(1)様々な事情により、マスクの着用を希望する児童や、反対にマスクができない児童へは、 

マスクの着脱を強いることはいたしません。 

(2)マスク着用の有無による、差別や偏見がないよう適切に指導いたします。 


